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抄録
　本研究の目的は、在宅看護論実習が 2 単位に移行して 2 年が経過した本学学生の在宅看護論

実習記録を分析し、学生はどのように対象を理解し、生活の場における看護実践をどのように

捉えているのかについて明らかにし、学生の学びが新カリキュラムにおいて期待されている内

容に到達しているのかを検討することである。

　対象の理解については、【在宅生活を選択したという価値観を有する人々】、【療養者・家族

が取り組む疾病の自己管理】、【療養者・家族がお互いを必要としあう関係性】、【介護を生活の

一部として取り組む家族介護】、【近隣のインフォーマルな人々の存在】、【長期的継続的である

と捉える必要のある療養生活】という学びであった。

　在宅看護実践の特性については、【生活の場になじむコミュニケーション技術】、【これから

の人生を共に考え支える看護】、【家族が実践できる介護を支援】、【社会資源や地域との連携に

より生活を支える】、【生活者としての価値観に沿った看護】、【健康管理への専門的知識の提供】

という学びを得ていた。
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Ⅰ．はじめに

2009年度に改定された看護学基礎教育新カ

リキュラムにおいて、在宅看護論は専門分野の

科目から、統合分野の科目へと位置づけられた。

改定の目的は、在宅看護の対象は、年齢や健康

レベルを問わず、地域で療養する生活者として

捉え、療養者を含めた家族を１つの単位として

捉えていくことであった。また、超高齢社会を

迎え、在宅での終末期看護も含めた看護実践の

基礎を学び、地域での多職種との連携協働にお

いて看護の役割を理解するという教育内容を充

実することが図られた。

新カリキュラムに改定された後、在宅看護

論実習の学生の学びは、豊島ら（2013）が学

生の実習記録をベレルソンの内容分析の手法を

参考にして明らかにしている。対象の理解は

全体の11.4％、在宅看護の特性は9.4％であ

り、記録単位数としては決して多いものではな

かった。また、小塩ら（2012）は、実習目標

に対する学びを実習記録を質的に分析して報告

しているが、学生の対象の理解については、家

族も含め生活者として捉えることができていた

こと、また、看護実践については、健康状態に

とどまらず暮らしを営んでいる地域の環境にま

で視野を広げていたことを報告している。吾郷

ら（2011）が KJ法によって学生の記録におけ

る学びの構成を分析しているが、訪問看護の学

びの中に、対象の理解と訪問看護の特徴がカテ

ゴリーとして含まれていたことを報告している。

在宅看護論実習において、学生がどのよう

に対象を理解し、在宅での看護実践の特性をど

のように捉えているのかは分析されていない状

況であった。

本学においても、2011年度 10月から、実習

単位を２単位に変更して実習の履修を行ってい

る。学生は訪問看護師等と同行訪問によって実

習を行っているが、在宅看護論実習の学習課題

に対しては、学生カンファレンスや実習記録の

記述に対して、教員や訪問看護師等が学生と振

り返りを行い、それによって、学生は実習での

経験を学びへと構築している状況にある。

本稿は、在宅看護論実習が２単位に移行して

２年が経過した本学学生の在宅看護論実習記録

を分析し、新カリキュラムにおいて期待されて

いる学習内容を、現在の実習体制において学ぶ

ことができているのか検討するために、学生は

どのように対象を理解し、生活の場における看

護実践をどのように捉えているのかについて明

らかにすることを目的とした。なお、学習目標

の１つである多職種との連携については、対象

学生の実習施設での経験内容が異なるため、今

回は除外した。

Ⅱ．在宅看護論実習の概要　

３年次生春セメスターにおいて、「在宅看護

論」の講義２単位90時間を履修した後、３年

次生秋セメスターから４年次生春セメスターの

期間において、「在宅看護論実習」を履修する。

２単位90時間であり、２週間のうち６日間が

実習施設での現地実習である。訪問看護ステー

ションにおける訪問看護師等と同行訪問５日間、

居宅介護支援事業所等での実習が１日間である。

在宅看護論実習の目標は、「１．在宅看護の

対象である療養者とその家族のニーズを理解す

る。２．療養者と家族の在宅生活を支える訪問

看護の実際を学び、在宅看護実践の特性につい

て考える。３．在宅ケアシステムにおける看

護の継続性や多職種との連携について考える。」

であった。
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Ⅲ．研究方法

１．研究デザイン

在宅看護論実習を通しての学生の学びを明

らかにするために、質的記述的研究法を用いた。

これは、教員や訪問看護師等による振り返りに

より、学生はさまざまな経験を、どのように実

習の学びとして意味づけているのかを、質的に

記述することが適切と考えた。

２．研究協力者

本学において、2012年度秋セメスターから

2013年度春セメスターに在宅看護論実習を履

修した学生149名に、研究協力を依頼した。

３．データ収集方法

２週間の在宅看護論実習終了時、学生より

提出された実習記録一式の中から、「在宅看護

論実習のまとめ」と「課題レポート」の２つを

抜粋してデータとした。「在宅看護論実習のま

とめ」は、同行訪問の経験による学生の具体的

な学びを記述し、「課題レポート」は、２週間

の実習すべてを終えて、①在宅看護の対象であ

る療養者とその家族に対する理解と、②生活の

場における看護実践の特性と看護師の専門性と

いう２つのテーマを課題としたレポートである。

４．データ分析方法

「在宅看護論実習のまとめ」と「課題レポー

ト」を学生の記録一式より抜粋し、学籍番号と

学生氏名が特定できないようにコピーを行い、

分析データとした。分析データにおいて、「在

宅看護の対象の理解」と「在宅看護実践の特

性」について記述されている部分に下線を引き、

データを抽出した。

抽出したデータを整理分類し類型化をおこ

なった。データの最小の意味を示すものをコー

ドとし、コードの類似性からサブカテゴリー化

し、そしてカテゴリーへと抽象化した。

データの抽出は、実習を担当した複数の教

員が行い、データの分析については、質的研究

の経験のある研究者が担当し、在宅看護学・家

族看護学を専門としている教員の指導を受けた。

５．倫理的配慮

研究協力者に対して、研究の目的、研究協力

への自由意思の尊重、この研究による利益と不

利益について、結果を公表すること、匿名性の

保持について口頭と文書を用いて説明した。研

究協力への同意については、同意書の提出にて

確認を行った。本研究は、本校大学倫理審査委

員会の承認を得て実施した（認証番号13011）。

Ⅳ．結果

１．対象者の概要

本学看護学部2013年度４年次生149名に研

究協力依頼を行った。依頼内容は、実習終了時

に提出した実習記録の、「在宅看護論実習のま

とめ」と「在宅看護論実習　課題レポート」に

記述されている、実習を通しての学びを学生個

人が特定できない形で処理して質的研究方法に

よって分析を行うであった。この研究協力依

頼に対して、121名の同意が得られた（同意率

81.2％）。

２．分析結果

対象の理解については、６カテゴリー、13

サブカテゴリー、41コードを抽出し、在宅看

護実践の特性については、６カテゴリー、14

サブカテゴリー、46コードを抽出した。

山村江美子	他：在宅看護論実習における学び　−対象の理解と在宅看護実践の特性に焦点をあてて−



聖隷クリストファー大学看護学部紀要　No.23（2015）

―	 44	― ―	 45	―

在宅看護の対象の理解としての6つのカテ

ゴリーは、【在宅生活を選択したという価値観

を有する人々】、【療養者・家族が取り組む疾病

の自己管理】、【療養者・家族がお互いを必要と

しあう関係性】、【介護を生活の一部として取り

組む家族介護】、【近隣のインフォーマルな人々

の存在】、【長期的継続的であると捉える必要の

ある療養生活】であった（表1）。

在宅看護実践の特性の６つのカテゴリーは、

【生活の場になじむコミュニケーション技術】、

【これからの人生を共に考え支える看護】、【家

族が実践できる介護を支援】、【社会資源や地域

との連携により生活を支える】、【生活者として

の価値観に沿った看護】、【健康管理への専門的

知識の提供】であった（表２）。

カテゴリーを【　】、サブカテゴリーを＜　＞、

コードを〔　〕として示す。

１）在宅看護の対象の理解

（１）【在宅生活を選択したという価値観を有す

る人々】

このカテゴリーは、＜在宅療養生活の選択＞、

＜在宅療養生活を選択するに至った価値観＞の

２つのサブカテゴリーで構成されていた。

＜在宅療養生活の選択＞とは、在宅看護の対

象を、〔在宅療養生活を選択した人たちである〕

と捉え、〔家族で生活していきたいという思い〕

を有している人々としていた。

また、＜在宅療養生活を選択するに至った価

値観＞とは、〔疾患以外にも性格や価値観等多

くの情報を理解する必要性〕、〔療養者・家族に

は様々な背景があり理解することが大切〕、〔家

族の生活の場には家族の常識があり尊重すべき

こと〕と示されていた。

（２）【療養者・家族が取り組む疾病の自己管理】

このカテゴリーは、＜疾病の管理の必要性＞、

＜家族自身の健康管理の必要性＞という２つの

サブカテゴリーで構成されていた。

＜疾病の管理の必要性＞とは、〔治療の段階

がある程度落ち着いた対象者である〕が、〔自

分の家で自分らしく生活するための疾病の管

理〕が必要な状態であり、〔疾病を管理しなが

らの自宅での生活は大変なこと〕と捉えていた。

また、〔自己管理がとても重要であり〕、〔生活

が成り立ってこその疾病管理の必要性〕である

としていた。

＜家族自身の健康管理の必要性＞は、〔介護

者も健康問題を多く抱えている人たち〕であり、

〔介護者の健康状態の管理が大事である〕とし

ていた。

（３）【療養者・家族がお互いを必要としあう関

係性】

このカテゴリーは、＜家族という支え合う

関係性＞、＜家族として影響しあう存在＞とい

う２つのサブカテゴリーで構成されていた。

＜家族という支え合う関係性＞とは、〔在宅

介護は家族としてお互いに支え合っている〕こ

とであり、〔療養者が家族の支えにもなってい

た〕こと、また、〔療養者も家族の一員であり

一緒に生活をしたいという思い〕によって関係

性が成り立っているであった。

＜家族として影響しあう＞とは、〔療養者と

家族の絆の強さが介護に影響している〕と学生

は捉え、〔家族は互いに良くも悪くも影響しあ

う存在である〕としていた。

（４）【介護を生活の一部として取り組む家族介護】

このカテゴリーは、＜共にいる存在＞、＜家

族による介護の実施＞、＜家族が担う役割＞の

３つのサブカテゴリーで構成されていた。

＜共にいる存在＞とは、療養者と家族を、〔療

養者・介護者である前に大切な家族としての存

在〕であると学生は捉え、〔介護に負担があっ

ても共にいたいと思う存在〕であるとしていた。
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表１　対象の理解

＜家族による介護の実施＞は、〔在宅での介

護には家族の協力が不可欠である〕とし、〔家

族による介護力も様々であった〕としている。

また、〔介護は体力的精神的負担が大きい〕と

ともに、〔訪問時間以外は療養者と家族が生活

しなければならない〕こと、〔緊急事態発生時

は家族が対応しなくてはならない〕と家族介護

を捉えていた。

＜家族が担う役割＞については、介護家族

は〔社会や家族の中での役割を有している人た

ち〕でありながら、〔自宅で療養したいという

希望を叶えるために家族が介護〕を行っており、

そのためには、〔家族は大切な家族のために様々

な工夫を行っている〕としていた。これによっ

て、〔自分の生活の一部として療養生活を支え

る家族〕として捉えていた。

（５）【近隣のインフォーマルな人々の存在】

このカテゴリーは、＜インフォーマルな人々

の存在＞、＜生活に影響する地域特性＞の２つ

のサブカテゴリーで構成されていた。

＜インフォーマルな人々の存在＞とは、〔独

居生活者への地域の協力〕や、〔独居であって

もインフォーマルな人的環境〕により十分に生

活が可能であると学んでいた。

＜生活に影響する地域特性＞とは、〔独居で

あってもサービスを利用して生活は可能であ

る〕こと、それには、〔生活をしている地域環

境との関連〕があり、〔療養生活を継続するそ

の地域の特性を知ることも重要〕であるとして

いた。

（６）【長期的継続的であると捉える必要のある

療養生活】

このカテゴリーは、＜今後の潜在的な問題＞、

＜長期的な時間軸＞という２つのサブカテゴ

リーで構成されていた。

＜今後の潜在的な問題＞とは、〔現状では問

題となっていないこと〕であっても、〔この先

に問題になってくることもある〕と捉えるに
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至っていた。

＜長期的な時間軸＞は、〔在宅療養は長く継

続的なものである〕こと、〔長期にわたる在宅

での家族による介護期間〕について考えること

ができていた。

２）在宅看護実践の特性

（１）【生活の場になじむコミュニケーション技術】

このカテゴリーは、＜潜在的な思いを読み

取るコミュニケーション＞、＜生活の場での関

係性を築くためのコミュニケーション＞、＜生

活に沿う関わり＞という３つのサブカテゴリー

で構成されていた。

＜潜在的な思いを読み取るコミュニケー

ション＞とは、訪問看護師は生活の場において、

〔療養者や家族が思っている本音を把握する必

要〕があると学生は学んでおり、それに対して

は、〔家族と離れた環境で療養者の意思の表出

を促す関わり〕を行い、〔会話や表情・つぶや

きの言葉から潜在的な思いを読み取る〕ことを

訪問看護師が実践していたとしていた。

また、＜生活の場での関係性を築くためのコ

ミュニケーション＞とは、〔家族内の関係性を

知るためにはコミュニケーション技術が必要〕

であり、そのためには〔生活の場に入っていく

ため信頼関係を築く必要性〕があると捉えてい

た。これによって、〔療養者・家族が納得でき

る意思や希望を尊重した関わり〕を実践してい

ると捉えていた。

＜生活に沿う関わり＞とは、〔日常の何気な

い会話から情報を収集する〕ことや、〔お伝え

するという情報の提供や助言〕、場合によって

は〔話し相手や相談相手〕というように、訪問

看護師が対象者の生活の場に合わせた関わりを

行っていると学生は捉えていた。

（２）【これからの人生を共に考え支える看護】

このカテゴリーは、＜今後の生活を見据え

た看護の提供＞、＜これからの人生を共に考え

る＞、＜最期を共に考える＞という３つのサブ

カテゴリーで構成されていた。

＜今後の生活を見据えた看護の提供＞は、

〔これから先の生活を見据えた継続的な看護の

重要性〕があり、〔家族の今後を見据えて関わっ

ていく必要性〕や〔在宅療養が継続していくこ

とができる関わりが大切〕であり、そのために

は、〔長期的な努力が必要な状況であると理解

して関わる〕であった。

＜これからの人生を共に考える＞とは、〔進

行性の疾患をもつ利用者のこれからの人生を共

に考える〕ことや、〔対象者がイメージしてい

る理想の生活への支援〕であった。それに対し

ては、生活の場における看護実践には、〔関わ

る時間は確保されている〕としていた。

＜最期を共に考える＞とは、〔どのような最

期に向かっていくのかを共に考える〕ことであ

り、それは、〔限られた時間を有効に使うこと

が大切〕であった。

（３）【家族が実践できる介護を支援】

このカテゴリーは、＜家族が介護を継続し

ていくための看護実践＞、＜家庭にある物品の

工夫＞という２つのサブカテゴリーで構成され

ていた。

＜家族が介護を継続していくための看護実

践＞は、〔家族機能が発揮できるように支援を

行う〕ことであり、〔家族が介護を継続して行

える方法の伝達が大切〕であった。それは、〔家

族の介護方法に合わせた看護実践〕でもあり、

〔各家庭に対応した看護の実践が必要〕として

いた。

＜家庭にある物品の工夫＞とは、〔家庭にあ

る物品で対応し経済的な負担を考慮したケア〕

であり、〔場において対応できる柔軟な看護実

践〕であり、これは、〔家庭のやり方に沿った
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方法〕であると捉えていた。

（４）【社会資源や地域との連携により生活を支

える】

このカテゴリーは、＜多職種との連携によ

る生活支援＞、＜地域との連携＞という２つの

サブカテゴリーで構成されていた。

＜多職種との連携による生活支援＞は、〔多

職種と連携することによって提供できる看護実

践〕があり、〔同じ職場に多職種が存在するこ

とが支援の幅を広げている〕であった。多職種

との連携には、〔社会制度・社会資源について

の知識と理解が必要〕であり、また、同職種と

しての〔看護職同士の連携や情報の共有も大切

であった〕ということが示されていた。

＜地域との連携＞については、〔医療の関係

者だけでなく地域との連携を行い生活を支え

る〕ことが含まれていた。

（５）【生活者としての価値観に沿った看護】

このカテゴリーは、＜価値観への配慮＞、＜プ

ライベートな空間への訪問＞という２つのサブ

カテゴリーで構成されていた。

＜価値観への配慮＞とは、〔しきたりや価値

観・信念や生活様式に配慮して関わっていく必

要性〕があり、そのためには〔価値観に影響す

る生活歴や社会生活を把握することが大事〕で

あった。

＜プライベートな空間への訪問＞は、〔生活

の場への訪問であり礼儀が大事である〕こと、

〔おじゃましているという姿勢が大事〕であっ

た。そして、〔自由でプライベートな空間への

訪問〕は、〔家の中だからこそ話せる内容がある〕

ことにつながっていた。

（６）【健康管理への専門的知識の提供】

このカテゴリーは、＜療養者と家族の健康

管理＞、＜機能維持への看護実践＞という２つ

のサブカテゴリーで構成されていた。

＜療養者と家族の健康管理＞は、〔定期的

な訪問が療養者と家族への社会的刺激である〕、

そして療養者だけでなく〔家族の健康管理も重

要である〕であった。そして、生活の場におい

ては、〔リハビリの実践にも看護師の専門性の

発揮〕がされていること、〔身体的なケアに加

えて精神的なサポートを行う〕こと、しかし〔1

番大事なことは疾患のコントロールだと思っ

た〕というコードも含まれていた。

＜機能維持への看護実践＞は、〔治療目的で

はなく療養者の最大限の力を維持する看護〕で

あり、〔次回の訪問までの健康状態維持に責任

をもつ〕ことでもあった。

Ⅴ．考察

１．在宅看護の対象の理解

学生は、在宅看護の対象を、【在宅生活を選

択したという価値観を有する人々】と捉えてお

り、対象には在宅生活を選択するに至る価値観

があったと学んでいた。これは、在宅療養生活

を選択する以前から、家族としての背景があり、

そこに家族としての価値観が形成され、それに

よって療養生活を選択するに至った対象である

ことが示されていた。　

家族の歴史は、過去から現在に至り構築され

るものであると講義では学んではいるが、学生

が同行訪問前のカルテからの情報収集だけでは

読み取ることの困難な内容である。学生は、現

在の生活に至る家族の背景や価値観を、同行訪

問時の車中において、訪問看護師等からの口頭

による事前の情報収集によって、また学生が対

象と関わる中で至った学びと考えられた。ここ

には、訪問によって観察した現時点での生活が、

過去から綿々と続いていると捉えていることが

学生の記述より読み取ることができた。
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佐藤ら（2013）は、生活者としての対象理

解については、学生は、実習場面に関係する人々

によって相互に関連づけられて学びを得ている

ことを報告しているが、本稿においては、同行

訪問を行う訪問看護師等の関わりによる学習効

果が大きいと考えられた。

また学生は、【療養者・家族が取り組む疾病

の自己管理】として、療養生活を継続維持する

ためにも、疾病を管理することの必要性がある

と捉えるとともに、生活が成り立ってこその疾

病管理の必要性があると学んでいた。ここには、

生活を優先とした考え方が表出されるとともに、

生活の中に疾病の管理が含まれているように捉

えられていた。

しかし、【介護を生活の一部として取り組む

家族介護】には、家族は大切な家族療養者のた

めに、様々な工夫を行い、介護を生活の一部と

して取り組んでいると学生は捉えるとともに、

訪問看護師の訪問時間以外は療養者と家族のみ

で生活しなければならないことや、緊急事態発

生時は家族が対応しなければならないという捉

え方もしていた。これは24時間医療職が存在

している病院という治療の場との比較によって

表出された内容であった。生活者として、家族

のセルフケア機能を発揮できる対象であるとい

う捉えが不足していることが考えられた。本来、

家族のセルフケア機能として、十分に問題解決

能力を有し、それによって生活者として社会生

活に適応しているわけだが、24時間医療職に

よるケアが必要という学生の捉えが強いことが

考えられた。

【療養者・家族がお互いを必要としあう関係

性】では、介護を必要としている療養者であっ

ても、共に生活することが家族の支えになって

いることを学生は学んでいた。療養者の介護家

族とは、介護負担が大きいことをイメージとし

表２　在宅看護実践の特徴
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て捉えがちであるが、家族が療養者とともに一

緒にいたいという思いを、実習によって学生は

捉えることができていた。これは、訪問に行っ

てこその学びであり、学生に向けての介護家族

からのメッセージであると考えられた。また、

家族が互いに良くも悪くも影響しあう存在であ

ることについては、家族の相互作用として捉え

ていることが考えられるが、短時間に１回のみ

の訪問によって、家族の生活における相互作用

を学ぶことについては、教員等による意味づけ

が必要な部分でもあった。

在宅の対象の理解において、【近隣のイン

フォーマルな人々の存在】にも学生は気づき学

びを得ていた。地域での生活には多くの影響す

る要因があり、その１つが近隣の人々の存在で

あった。訪問看護は、介護保険制度や医療保険

制度の１つとして学生は事前学習を行い実習に

臨むが、フォーマルなサービスの枠を超えて学

生の学びはインフォーマルな人々の存在に至っ

ていた。これは、本学が立地する地域特性の一

つとして、高齢化の進む中山間地域を含んだ自

然豊かな地域を有しているとともに、産業の発

展した政令指定都市という便利さを含む地域で

もあるという多面性をもった地域特性による学

びでもある。　

学生は、中山間地域に居住する高齢者にお

いても、街中で独居生活する高齢者にとっても、

近隣のインフォーマルな人々の存在が大きいこ

とを学んでいた。本稿の調査を行った学年は、

大学の統合カリキュラムを履修した学生であり、

地域看護学の単位を有し全員が保健師の国家試

験受験資格をもつ学年であった。在宅看護論実

習の学びが、地域看護学実習の学びと連動して

いる学年でもあった。今後において、本学が保

健師課程を選択制としたことによる学びの変化

の有無については、注視していくことが必要で

ある。

豊島ら（2013）の報告によると、在宅看護

学実習における対象の理解は、11.4％に留まっ

ていた。毎日毎回対象の変わる同行訪問によっ

て、対象を理解することについては、学生の学

びを言語化していくことに更なる指導が必要と

考えられた。

２．在宅看護実践の特性

学生は、療養者・家族と談笑する訪問看護

師らの一見雑談と捉えがちな会話の場面を、【生

活の場になじむコミュニケーション技術】であ

ると学んでいた。療養者・家族の意思の確認や

表出のプロセスに関わるにあたっては、あえて

生活に沿うコミュニケーション技術を行ってい

ると捉えていた。

また、【これからの人生を共に考え支える看

護】とは、療養者と家族への関わりは長期的に

及ぶこともあり、これは両者の人生に看護職と

して関わることでもあると捉えていた。自宅で

の今後の生活が継続できることを支援するため

の看護の提供であり、進行性の疾患をもつ療養

者とその家族の今後の人生を長期的に共に考え

ていくこと、終末期の療養者宅への訪問では、

どのように最期を迎えるのかを専門職として共

に考えるなど、人生に関わる看護の提供である

と捉えていた。しかし、終末期の療養者宅への

訪問ができる学生は限られており、学生カン

ファレンスによって学びを共有している現況に

ある。実習施設への協力については、協議を継

続していく必要があると考えられた。

【家族が実践できる介護への支援】について

は、家庭にある物品の工夫が経済的な負担を考

慮したケアであるということは、学生は観察し

て気がつきやすい内容ではある。しかしそれだ

けでなく、家族が介護を継続して行える方法で
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もあると捉えていた。ケアの担い手は家族であ

ると講義では学んでいるが、１週間に１回１時

間の看護師の訪問を観察しながら、訪問時間以

外での家族による介護や生活を意識していた。

【社会資源や地域との連携により生活を支え

る】ことについては、多職種との連携をするに

あたっては、同じ事業所内での看護職という同

職種での連携や情報の共有が大切であると捉え

ていた。これは、訪問先での看護実践への参加

のみならず、同じ事業所において看護職と学生

が共に時間を過ごすことによって目で見て学ん

だ内容と考えられた。また、刻々と変化する社

会保障制度については、向学心をもって臨む姿

勢についても学んでいた。

【生活者としての価値観に沿った看護】とは、

生活の場はプライベートな空間であるとともに、

家族としての生活歴や価値観というものに大き

く影響を受けた空間でもあると捉えていた。

また、そのような生活の場においての、看

護実践としては、【健康管理への専門的知識の

提供】がされており、生活に沿う関わりや、ど

のように生活をしたいのかという療養者と家族

の意向が尊重される場ではあっても、疾病がコ

ントロールされてこその自宅での生活の継続と

いう学びであった。生活の場での看護実践の特

性として、関わりを工夫しながらも、健康管理

に対しては、看護職としての専門性が発揮され

るべきであると捉えていた。

Ⅵ．おわりに

新カリキュラムに移行して2年が経過した

学生の学びを実習記録より把握を行った。契約

によってサービスが提供されている場へ学生が

同行訪問することは、制約を受けながらの実習

ではある。しかし学生は、生活の場における看

護実践の提供を観察し、共に参加することに

よって得た学びは、生活者として捉える視点、

療養者も含めた家族としての視点、在宅での看

護実践の学びを表現する内容であった。

これは、新カリキュラムが学習として期待す

る内容に到達する内容であった。学生は、同行

訪問スタッフとのアセスメントによって、地域

特性に合わせた対象の理解を深めるに至ってい

たこと、学生と教員との振り返りによって、同

行訪問での経験を学びへと意味づけることがで

きていたと考える。

今後においては、終末期看護への学びを深

めていくこと、また在宅ケアシステムにおける

看護の継続性や多職種との連携についても学生

の学びについて分析を行う必要がある。
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